
提

出

者

小

宮

山

泰

子

平
成
十
八
年
二
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

九

六

号

内
閣
総
理
大
臣
が
主
宰
者
等
で
あ
る
会
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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内
閣
総
理
大
臣
が
主
宰
者
等
で
あ
る
会
議
に
関
す
る
質
問
主
意
書

小
泉
純
一
郎
内
閣
総
理
大
臣
は
平
成
十
八
年
二
月
八
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
民
主
党
・
古
川
元
久
議
員
と
の
質
疑
中
、

「
何
で
も
総
理
や
れ
と
言
わ
れ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
そ
う
す
る
と
、
私
の
と
こ
ろ
に
全
部
本
部
長
、
名
前
だ
け
。
今
、
私
は
逆

に
、
整
理
し
ろ
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
各
省
庁
担
当
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
こ
が
責
任
を
持
っ
て
各
省
連
携
と
れ
ば
い
い

じ
ゃ
な
い
か
と
。
（
中
略
）
体
が
幾
つ
あ
っ
た
っ
て
足
り
な
い
で
す
よ
」
と
応
じ
て
、
総
理
が
主
宰
者
等
で
あ
る
諸
会
議
が
形

骸
化
し
て
い
る
こ
と
を
自
ら
認
め
る
答
弁
が
な
さ
れ
た
。

平
成
十
八
年
二
月
十
日
現
在
の
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
に
基
づ
き
、
各
会
議
の
開
催
状
況
等

を
調
査
し
て
み
る
と
、
議
員
立
法
に
基
づ
く
会
議
を
は
じ
め
、
総
理
が
主
宰
者
等
で
あ
る
会
議
の
形
骸
化
は
著
し
い
も
の
が
あ

る
。総

理
が
主
宰
者
等
に
な
っ
て
い
る
会
議
は
約
四
十
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
今
年
度
中
に
五
回
以
上
開
催
さ
れ

た
会
議
は
、
経
済
財
政
諮
問
会
議
（
二
月
一
日
ま
で
に
二
十
七
回
開
催
）
、
総
合
科
学
技
術
会
議
（
昨
年
十
二
月
二
十
七
日
ま

で
に
七
回
開
催
）
、
安
全
保
障
会
議
（
昨
年
十
二
月
二
十
四
日
ま
で
に
七
回
開
催
）
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推

進
戦
略
本
部
（
一
月
十
九
日
ま
で
に
六
回
開
催
）－

の
四
会
議
だ
け
で
あ
る
。

一



こ
れ
ら
一
定
の
開
催
頻
度
の
あ
る
会
議
に
対
し
、
三
回
開
催
は
中
央
防
災
会
議
、
構
造
改
革
特
別
区
域
推
進
本
部
及
び
知
的

財
産
戦
略
本
部
、
二
回
開
催
は
六
つ
の
会
議
、
一
回
開
催
も
六
つ
の
会
議
、
今
年
度
一
度
も
開
か
れ
て
い
な
い
会
議
は
、
半
数

の
二
十
を
数
え
、
総
理
主
宰
等
の
会
議
は
開
催
回
数
か
ら
も
形
だ
け
の
会
議
が
い
か
に
多
い
か
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

総
理
は
行
政
の
ス
リ
ム
化
を
強
調
し
て
い
る
が
、
総
理
主
宰
等
の
各
種
会
議
の
設
置
時
に
は
華
々
し
く
テ
レ
ビ
に
登
場
し
た

と
し
て
も
、
そ
の
設
置
自
体
が
宣
伝
用
と
も
受
取
ら
れ
か
ね
な
い
側
面
も
あ
る
。
財
政
逼
迫
の
折
、
費
用
対
効
果
も
問
題
で
あ

り
、
以
下
、
関
連
し
て
質
問
す
る
。

一

と
く
に
現
在
の
重
要
な
政
治
課
題
を
対
象
と
す
る
会
議
で
あ
り
、
か
つ
議
員
立
法
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
会
議
の
開
催

頻
度
が
極
め
て
低
い
の
は
な
ぜ
か
。
内
閣
の
怠
慢
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
次
の
各
会
議
ご
と
に
理
由
を
示
し
、
各
会
議

ご
と
に
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
活
性
化
さ
せ
る
の
か
な
ど
今
後
の
対
応
を
伺
い
た
い
。

�

高
齢
社
会
対
策
会
議

高
齢
社
会
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
平
成
七
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
総
理
就
任
後
、
平
成

十
三
年
度
に
二
回
開
催
、
十
四
か
ら
十
六
年
度
は
各
一
回
開
催
、
今
年
度
は
一
回
も
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

�

少
子
化
社
会
対
策
会
議

少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
平
成
十
五
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
設
置
年
度
に
一

回
、
十
六
年
度
二
回
、
今
年
度
一
回
だ
け
開
催
さ
れ
て
い
る
。

二



�

消
費
者
政
策
会
議

消
費
者
基
本
法
に
基
づ
き
平
成
十
六
年
度
に
設
置
、
設
置
年
度
と
今
年
度
各
一
回
の
み
開
催
。

�

食
育
推
進
会
議

食
育
基
本
法
に
基
づ
き
平
成
十
七
年
度
設
置
、
一
回
の
み
開
催
。

�

特
殊
法
人
等
改
革
推
進
本
部

特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
き
平
成
十
三
年
度
に
設
置
、
設
置
年
度
及
び
十
四
年

度
に
各
二
回
だ
け
開
催
、
そ
の
後
三
年
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

二

内
閣
が
提
案
し
て
成
立
し
た
法
律
に
基
づ
く
会
議
さ
え
も
開
催
頻
度
が
低
い
の
は
な
ぜ
か
、
次
の
各
会
議
ご
と
に
理
由
を

示
し
、
各
会
議
ご
と
に
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
か
、
廃
止
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
活
性
化
さ
せ
る
の
か
な
ど
今
後
の
対
応
を

伺
い
た
い
。

�

中
央
交
通
安
全
対
策
会
議

交
通
安
全
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
昭
和
四
十
五
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
内
閣
の
も

と
で
一
度
も
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

�

地
球
温
暖
化
対
策
推
進
本
部

平
成
九
年
度
の
閣
議
決
定
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
後
、
平
成
十
六
年
度
に
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
本
部
と
し
て
改
め
て
設
置
さ
れ
た
が
、
平
成
十
五
年
度
に
一
回
、
十
六
年
度
に
二
回

開
催
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

�

金
融
危
機
対
応
会
議

内
閣
府
設
置
法
に
基
づ
き
平
成
十
二
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
平
成
十
五
年
度
に
二
回
開
催
さ

三



れ
た
だ
け
で
あ
る
。

三

閣
議
決
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
会
議
に
つ
い
て
は
、
�
規
制
改
革
・
民
間
開
放
推
進
本
部
（
平
成
十
六
年
度
に
設

置
、
設
置
年
度
に
三
回
、
十
七
年
度
二
回
開
催
）
、
�
行
政
改
革
推
進
本
部
（
平
成
十
二
年
度
設
置
、
十
三
年
度
に
八
回
、

十
四
年
度
二
回
、
十
五
年
度
四
回
、
十
六
、
十
七
年
度
各
二
回
開
催
）－

の
二
例
を
除
け
ば
、
そ
の
他
の
会
議
の
開
催
頻
度

は
極
め
て
低
い
。
何
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
か
疑
問
で
あ
り
、
内
閣
の
怠
慢
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
次
の
各
会
議
ご
と

に
開
催
頻
度
が
低
い
理
由
を
示
し
、
ま
た
各
会
議
ご
と
に
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
廃
止
す
る
の
か
、
ま
た
は

活
性
化
さ
せ
る
の
か
な
ど
今
後
の
方
針
を
伺
い
た
い
。

�

イ
ラ
ク
問
題
対
策
本
部

平
成
十
四
年
度
に
設
置
さ
れ
、
設
置
年
度
に
一
回
、
十
五
年
度
に
一
回
開
催
さ
れ
た
が
十

六
、
十
七
年
度
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

�

緊
急
テ
ロ
対
策
本
部

平
成
十
三
年
度
に
設
置
、
設
置
年
度
に
一
回
の
み
開
催
。

�

産
業
再
生
・
雇
用
対
策
戦
略
本
部

平
成
十
四
年
度
に
設
置
さ
れ
設
置
年
度
に
四
回
、
平
成
十
五
年
度
に
一
回
開
催
さ

れ
た
が
、
以
後
、
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

�

市
場
開
放
問
題
苦
情
処
理
対
策
本
部

平
成
五
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
内
閣
の
も
と
で
全
く
開
催
さ
れ
て
い
な

四



い
。

�

障
害
者
施
策
推
進
本
部

平
成
十
二
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
政
権
下
で
平
成
十
三
年
度
に
二
回
、
十
四
年
度
一

回
、
十
五
年
度
開
催
無
く
、
十
六
年
度
一
回
開
催
、
十
七
年
度
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

�

食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
推
進
本
部

平
成
十
一
年
度
に
設
置
さ
れ
、
小
泉
政
権
下
で
平
成
十
五
年
度
一
回
、
平
成
十

六
年
度
に
二
回
の
み
開
催
。

�

人
権
教
育
の
た
め
の
国
連
十
年
推
進
本
部

平
成
七
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
内
閣
の
も
と
で
一
度
も
開
催
さ
れ

て
い
な
い
。

�

青
少
年
育
成
推
進
本
部

平
成
十
五
年
度
に
設
置
さ
れ
、
設
置
年
度
に
二
回
の
み
開
催
。

�

政
策
金
融
改
革
推
進
本
部

平
成
十
七
年
十
二
月
に
設
置
さ
れ
、
一
回
の
み
開
催
。

��

対
日
投
資
会
議

平
成
六
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
政
権
下
で
平
成
十
四
年
度
に
二
回
の
み
開
催
。

��

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部

平
成
六
年
度
に
設
置
さ
れ
た
が
、
小
泉
政
権
下
で
は
平
成
十
三
年
度
、
十
五
年
度
、
十
六

年
度
に
各
一
回
開
催
、
十
七
年
度
は
開
か
れ
て
い
な
い
。

��

薬
物
乱
用
対
策
推
進
本
部

平
成
八
年
度
に
設
置
さ
れ
、
平
成
十
三
年
度
か
ら
十
六
年
度
ま
で
に
各
一
回
開
催
、
今
年

五



度
は
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

四

閣
議
口
頭
了
解
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
会
議
に
、
�
観
光
立
国
関
係
閣
僚
会
議
、
�
経
済
連
携
促
進
関
係
閣
僚
会
議
、
�

総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
推
進
閣
僚
会
議
、
�
地
球
環
境
保
全
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
、
�
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議－

が
あ
る

が
、
特
に
観
光
立
国
関
係
閣
僚
会
議
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

観
光
立
国
関
係
閣
僚
会
議
は
平
成
十
五
年
度
に
全
閣
僚
参
加
の
会
議
と
し
て
設
置
さ
れ
た
が
、
設
置
年
度
に
二
回
開
催
さ

れ
た
だ
け
で
、
以
降
、
一
回
も
開
催
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
観
光
立
国
を
推
進
す
る
た
め
観
光
立
国
関
係

閣
僚
会
議
を
活
性
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
内
閣
と
し
て
は
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
廃
止
な
の
か
、
今
後
の

方
針
を
伺
い
た
い
。

五

各
種
会
議
の
維
持
・
開
催
も
税
の
支
出
を
伴
い
費
用
対
効
果
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
行
政
の
ス
リ
ム
化
と
い
う
掛

け
声
の
実
態
を
理
解
す
る
た
め
、
小
泉
内
閣
の
も
と
で
会
議
参
加
メ
ン
バ
ー
に
対
し
報
酬
を
支
払
っ
て
き
た
会
議
名
、
会
議

開
催
日
、
参
加
者
の
氏
名
と
肩
書
き
、
各
回
ご
と
の
各
人
へ
の
報
酬
額
及
び
報
酬
合
計
、
年
俸
で
あ
れ
ば
年
俸
及
び
年
俸
合

計
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


